
主に県民で構成され、営利を目的としない団体
（町内会・PTA・こどもエコクラブ・NPO法人・子供会・ボランティア団体など）

令和８年５月１３日（水）午後５時１５分

茨城県霞ケ浦環境科学センター 環境活動推進課
〒300-0023 土浦市沖宿町1853番地
029-828-0961

申込み・問合せ

応募の締切り

補助対象となる活動

補助対象となる団体

①湖沼などの水環境の改善及び保全に直接寄与する活動

②水環境保全のための特定外来生物の駆除

③上記①又は②と一体的に行う水環境学習など

茨城県霞ケ浦環境科学センターＨＰ

湖や川、池などの水環境保全活動を行う皆様の活動を

茨城県が支援します

必要書類や応募方法は裏面に続く→

どんな補助金？

茨城県森林湖沼環境税活用事業

県内の湖沼・河川・湧水・ため池・水路の水環境保全などを行う団体が
自ら企画し活動する経費に対する補助金です。

補 助 額

上限 ２０ 万円
※予算の範囲内で採択



電子申請・届出サービスより申請してください。
⇒https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=87094

※上記による申請が難しい場合は、持参又は郵送してください。
※いずれの場合も、令和８年５月１３日（水）午後５時１５分までに
センター必着です。余裕をもってお早めにご提出をお願いします。

※応募団体全てが補助対象となるとは限りませんので、あらかじめ
ご了承願います。

応募方法

応募に必要な書類
□交付申請書（交付要項 様式第１号）
□事業計画書 ( 1 ) 及び ( 2 ) （交付要項 別紙 1 - ①、 1 - ②）
□収支予算書（交付要項 別紙２）
（□支出内訳表（任意様式）※収支予算書で「一式」と記載する場合）
□団体概要（交付要項 別紙３）
□会員名簿（任意様式）
□団体の定款又は規約など
□参考資料（団体の活動状況が分かるリーフレットなど）
□活動場所及びエリアなどを示した地図
□全体収支報告・収支予算書
（実施要領 全体収支報告・収支予算書様式）

□誓約書（実施要領 誓約書様式）
□連絡体制報告書（実施要領 連絡体制報告書）

交付要項、実施要領、記載例は茨城県霞ケ浦環境科学センターH Pより
ダウンロードできます。
⇒ https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsukankyo/kasumigauraesc/06_shimin/hojyo/r8_hojyo.htm

霞ケ浦環境科学センターの地図

電子申請・ ⇒
届出サービス
QR コード

市民活動 ⇒
支援事業費
補助金ページ


